
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託 
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１ 業務の趣旨 

 JR忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託は、単なるデザイン設計や備

品調達を目的とするものではなく、駅前空間において人々の滞留及び周辺商業地等への回

遊を促す仕掛けづくりや、公共空間としての景観性、機能性及び安全性を総合的に設計し、

駅前空間のデザインによる滞留効果の検証を行う社会実験（以下「社会実験」という。）の

実施を支援する業務である。 

また、滞留効果の検証に当たって人流データの活用を含めた効果的な手法をもって実施

するほか、社会実験のみならず駅前空間を活用したイベント等も含めて滞留効果の検証を

行う業務である。 

そのため、地域団体、関係事業者及び他の社会実験との連携・調整を図りながら、状況

に応じて柔軟に対応し、円滑に業務を遂行するための企画力及び実行力が求められるもの

である。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

 JR忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託 

（２）業務内容 

 別添 JR 忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託仕様書（以下、「仕様

書」という。）のとおり 

（３）場所 

 四條畷市 中野本町他 地内 

（４）契約期間 

 契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

（５）予算限度額 

総額 2,492,000円（うち、消費税及び地方消費税相当額 226,545円） 
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３ 参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれ

かに該当しない者であること。 

（２）過去 10 年間において今回委託する業務と同種（仮設工作物を使用した空間デザイ

ン業務又は公共空間等（民間用地を含む）を活用した社会実験業務）の業務実績を有する

こと。（様式第３号の提出が必須） 

（３）令和８年度において、四條畷市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録している

こと。もしくは、参加申込書提出時に入札参加資格審査申請に必要な書類を提出できるこ

と。 

（４）仕様書に掲げる業務を円滑かつ柔軟に遂行できる体制を有すること。 

（５）四條畷市建設工事等指名停止要綱第２条の規定による指名停止期間中でないこと。 

（６）四條畷市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定す

る暴力団密接関係者でないこと。 

（７）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による

再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始申立てをしていな

い者又は更生手続開始申立てをなされていない者であること。 

（９）予算限度額以下で請負うことができること。 

（10）大阪府内に本店、支店または営業所を有していること。 

 

４ 日程 

 

時 期 内 容 

５月１日(金) プロポーザル実施要領等の公告 

５月７日(木)～５月 15日(金) 質問受付 

５月 22日(金) 質問回答 

５月 22日（金）～５月 28日(木) 審査関係書類提出期間 

６月１日(月) 1次審査（参加資格確認、書類審査） 

６月３日(水) 1次審査結果通知送付 
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６月 19日(金) 
2次審査（プレゼンテーション及びヒアリング、価

格評価） 

６月 23日(火) 審査結果通知 

７月上旬 契約締結 

 

５ 質問の受付及び回答 

  このプロポーザルに関して質問がある場合は、次の方法で質問すること。なお、質問が

なかった場合はホームページへの掲載は行わない。 

質問に対する回答内容は、本実施要領等の追加または修正とみなす。 

受付期間 令和８年 5月 7日（木）～5月 15日（金）17時 00分【必着】 

質問方法 以下の電子フォームで質問を提出し、その旨企画広報課あて連絡を

すること。 

電子フォームの

URL 

https://logoform.jp/form/oZYA/1532456 

回答方法 令和８年５月 22日（金）11時 00分に、四條畷市ホームページに

掲載し、個別には回答しないこととする。 

 

６ 応募手続き 

 各様式については、四條畷市ホームページから取得すること。 

（１）審査関係書類の提出 

 公募型プロポーザルに参加する事業者は、次のとおり参加申込書等を提出すること。 

受付期間 令和８年 5月 22日（金）～5月 28日（木）17時 00分【必着】 

提出方法 
以下の電子フォームで提出した後、その旨企画広報課あて連絡を

すること。 

電子フォームの

URL 

https://logoform.jp/form/oZYA/1532444 

 提出書類 

No. 提出書類 様式 

1 参加申込書 様式第１号 
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2 会社概要 様式第２号 

3 実績表 様式第３号 

4 
実績を証明する資

料 

任意様式（詳細は様式第 3号に記載） 

5 見積書 様式第４号 

6 見積書※ 任意様式（詳細が記載されているもの） 

7 職員配置調書 様式第５号 

8 
入札参加資格審査

申請に必要な書類 

必要書類ダウンロード URL 

https://www.city.shijonawate.lg.jp/page/116458.html 

※見積書について 

次の大項目ごとに詳細な内訳を記載すること。 

・空間デザイン業務 

・人流解析業務 

（２）結果通知書の送付（メール） 

参加申し込みした事業者に 1次審査の結果通知書を送付する。 

１次審査通過事業者には、2次審査の参加依頼書を合わせて送付する。 

送付予定時期：令和８年６月 3日（水） 

１次審査通過事業者は、次のとおり企画提案書類を提出すること。 

提出期限 令和８年６月 12日（金）17時 00分【必着】 

提出方法 
以下の電子フォームで提出した後、その旨企画広報課あて連絡を

すること。 

電子フォームの

URL 

https://logoform.jp/form/oZYA/1534766 

 

No. 提出書類 様式 

1 企画提案書等提出届 様式第６号 

2 企画提案書※ 任意様式（PDFデータに加工して提出） 

※企画提案書について 

提出様式は A4サイズ片面 20ページ（表紙、もくじを除く）を上限とし、別紙「JR
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忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託公募型プロポーザル審査基

準」に記載している審査の評価項目・評価に基づく提案を、評価項目の順に記載する

こと。 

７ 審査及び選定方法 

 参加資格要件を満たす事業者について、提出書類及びプレゼンテーションの内容につい

て、JR忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託業者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）において、審査基準に基づき 2 次審査の各事業者に対する審査委員

の採点の平均得点（小数点第 1位四捨五入）である技術評価点と価格評価点を合計し、そ

の合計得点が最も高い提案者を優先交渉権者として選定する。最高得点に同数が出た場合

は、見積金額のより低い提案者を選定する。応募者が１者の場合でも審査を行う。 

（１）書類評価（１次審査） 

  ①参加資格要件の確認 

  ②審査関係書類の確認 

（２）技術評価、価格評価（２次審査） 

   企画提案書の内容についてプレゼンテーションを行い、委員からのヒアリングを受

けるものとする。その内容及び価格評価に基づき選定委員会にて評価・採点する。 

２次審査の評価点は、各事業者に対する審査委員の採点の平均点（小数点第１位を四

捨五入）である技術評価点と価格評価点とし、技術評価点が配点の６割未満の者は失

格とする。 

実施日 令和８年６月 19日（金） 

実施場所 四條畷市役所 東別館２階 ２０１会議室 

実施内容 ・企画提案書による説明を実施し、その後ヒアリングを行う。 

・時間は各事業者 45 分以内（準備時間を含む）のプレゼンテーション

の後、質疑応答を 15分程度行う。 

・プレゼンテーションに必要な電子機器については、事業者において用

意すること。（スクリーンは除く） 

出席者 各事業者の出席者は最大３名までとする。 

評価方法 別添 JR 忍ケ丘駅前における空間デザイン社会実験支援業務委託公募型

プロポーザル審査基準に基づいて、評価する。 
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８ 失格事項 

 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 ア 提出期限を過ぎて書類の提出があった場合 

 イ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 ウ 見積額が予算限度額を超えている場合 

 エ プレゼンテーションに欠席した場合 

 オ 本市の指定する方法及び形式に適合しない書類を提出した場合 

 カ 技術評価の評価点が６割に満たなかった場合 

 キ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 ク 選考期間中及び契約締結前に、指名停止、不正行為、虚偽の申請が認められた場合 

 ケ ア～クに定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

９ 結果の公表 

 審査結果は、参加事業者数及び選定した事業者名をホームページに掲載することとする。 

 

１０ 契約 

 選定委員会で選定した優先交渉権者と、業務内容等について協議、合意した後、「業務委

託契約」を締結する。ただし、優先交渉権者と契約に至らなかった場合は、次点事業者と

協議を行うものとする。 

 

１１ 辞退 

プロポーザルの参加事業者は、辞退届（様式第 7号）の提出により、プロポーザルへの 

参加を辞退することができる。 

 

１２ その他の留意事項 

・提出書類の作成、提出及びプレゼンテーション等に係る経費は、応募者の負担とする。 

・提案書の提出は、１者につき１案のみとする。 

・提出後に応募者からの書類の差替えや修正、追加等は認めない。 

・提出書類は返却しない。 
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１３ 問合せ先 

 〒５７５－８５０１ 四條畷市中野本町１番１号 

 四條畷市総合政策部企画広報課 

ＴＥＬ ０７２－８７７－２１２１（代） / ０７４３－７１－０３３０（代） 

 Ｅ-mail kikaku@city.shijonawate.lg.jp 


